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⾃治基本条例とは︖

「まちづくり」の基本的な事項やルール

⾃治基本条例とはまちづくりの担い⼿である市⺠、議会、
市役所が、まちづくりに関する情報を互いに共有し、市⺠
参加と協働によるまちづくりを進めるための基本ルールを
定めたもの。

2



条例制定の背景
１．地⽅⾃治体の⾃主性、⾃⽴性の向上

地方分権の進展に伴い、地方⾃治体において、「⾃己
決定・⾃己責任」の⾃治体運営が求められています。
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２．住⺠⾃治の推進
⾃治体の運営に広く市⺠が参加し、地域内の問題解決
を⾏うためには、情報の共有や市⺠参加の制度など、
住⺠⾃治を推進させる制度の整備が求められています。

まちづくりを「他人ごと」から「⾃分ごと」へ



条例の内容
安城市の⾃治の基本原則を定めています

第4条 第5条第4条



「市⺠」「市役所」「議会」の役割を定めています



H22.4
⾃治基本条例

◆⾃治基本条例（第14条）
市⺠参加と協働の推進を図るための基本的な事項について
は、別に条例で定めるものとします。

H23.4
市⺠参加

条例

H24.10
市⺠協働
推進条例

市⺠参加条例との関係について



条例の⾒直しについて
第２６条 市⻑は、社会状況の変化に照らし、又は５年
を超えない期間ごとに市⺠参加と協働の推進状況につい
て規則で定める附属機関の意⾒を聴き、必要があると認
める場合は、この条例が市⺠が主役の⾃治の実現を図る
上でふさわしいものであるかどうかについて、市⺠参加
のもとに検証します。
２ 市⻑は、前項の規定による検証の結果に基づいて、
必要な措置を講じます。
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安城市市⺠参加推進評価会議 安城市市⺠協働推進会議

規則で定める附属機関

委員の皆様には、市⺠参加の推進状況に
ついてのご意⾒をいただきます



市⺠参加の現状

市⺠参加
調査対象
事業総数

市⺠参加の⼿法内訳

審議会 パブリック
コメント 市⺠説明会 ワーク

ショップ その他※

令和２年度 11 7 10 2 12
令和３年度 5 3 5 3
令和４年度 6 5 5 6
令和５年度 16 11 15 1 4 18
令和６年度 8 7 7 1 2 11

・過去５年間の市⺠参加の実施状況

※ その他の⼿法︓アンケート、市⺠討議会、フォーラム
関係団体へのヒアリングなど

１事業あたりの市⺠参加⼿法の平均導⼊数 ︓ 2.93



本⽇ご意⾒をいただきたい事項
市⺠参加の推進状況について、下記の視点によりご意⾒をお聞
かせください。

・社会状況の変化を受けて対応が必要な点はあるか。
・その他、市⺠や団体が感じている市⺠参加に関する課題や評

価できる点は何か。


